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秋
田
県
条
例
第
十
三
号

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
九
の
項
中
「
学
校
法
人
（
」
を
削
り
、
「
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
の
設
置
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
設
立
の
認
可
」
を
「
（
中
核
市
に
あ
っ

て
は
、
私
立
の
幼
稚
園
）
か
ら
の
報
告
の
徴
収
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
表
中
十
四
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
十
一
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
一

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
内
に
お
け
る
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査

別
表
第
六
十
七
の
二

別
表
第
八
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
に
関
す
る
通
知
（
第
八
号
に
掲
げ
る
入
院
措
置
の
決
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
十
七
の
備
考
中
「
同
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
一
第
一
号
中
「
学
校
法
人
（
幼
稚
園
」
を
「
私
立
の
幼
稚
園
」
に
改
め
、
「
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
を
設
置
す
る
学
校
法
人
」
を
削
り
、
「
幼
稚
園
の
み
を
設
置
す

る
学
校
法
人
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
「
私
立
の
幼
稚
園
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号

中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
学
校
法
人
」
の
下
に
「
（
私
立
の
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
私
立
学
校
並
び
に
私
立
専

修
学
校
及
び
私
立
各
種
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
四
号
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一

項
」
に
改
め
、
「
（
法
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
五
号
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五

条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
補
充
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
充
の
諮
問
」
を
加
え
、
同
表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
の
一
時
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

別
表
第
三
十
一
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
り
、
同
表
第
十
八
号
中
「
第
二
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十

七
号
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
一
号
と
し
、
同
表
第
十
六
号
中
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
五
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
号
と
し
、
同
表
第
十
五
号
中
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
停
止
命
令
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
停
止
命
令
の
諮
問
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
十
九
号
と
し
、
同
表
第
十
四
号
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
法
第
六
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十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
法
第
六
十
条
第
十
一
項
及
び
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
三
項
」

に
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
法
第
百
三
十
三
条
第
十
項
」
に
、
「
役
員
」
を
「
役
員
又
は
評
議
員
」
に
、
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
八

号
と
し
、
同
表
第
十
三
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
七
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
中
「
第
五
十
条
の
十
四
」
を
「
第

百
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
六
号
と
し
、
同
表
第
十
一
号
中
「
第
五
十
条
の
十
三
第
五
項
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
五
号
と

し
、
同
表
第
十
号
中
「
第
五
十
条
の
七
」
を
「
第
百
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
四
号
と
し
、
同
表
第
九
号
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
九
条
第
三
項
」
に
、

「
及
び
同
条
第
四
項
」
を
「
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
諮
問
及
び
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

法
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
人
の
選
任

別
表
第
三
十
一
第
八
号
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
八
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
七

号
中
「
第
四
十
条
の
四
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、
「
仮
理
事
」
を
「
一
時
監
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

八

法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
の
不
正
の
行
為
等
の
報
告
の
受
理

九

法
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
法
人
の
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任

十

法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
議
員
会
の
招
集
の
許
可

別
表
第
六
十
七
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
六
十
七
の
二
（
第
十
条
関
係
）

権

限

移

譲

対

象

事

務

対

象

市

町

村

一

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項

市
（
中
核
市
を
除

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
等

く
。
）

二

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
報
告
の
受
理

三

法
第
二
十
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
の
停
止
命
令
等

四

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等
の
立
入
検
査

五

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取

六

法
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
に
係
る
中
間
検
査
等

七

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
期
の
報
告
の
受
理

八

法
第
三
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
の
停
止
命
令
等
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九

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等
の
立
入
検
査

十

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取

備
考

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
は
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。

別
表
第
八
十
五
第
二
号
中
「
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
六
号
中

「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
表
第
二
十
七
号
及
び
第
二
十
八
号
中
「
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
、

及
び

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
六
条
並
び
に
別
表
第
八
、
別
表
第
十
七
、
別
表
第
三
十
一
及
び
別

表
第
八
十
五
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
権
限
移
譲
対
象
事
務
と
な
る
事
務
に
係
る
同
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
協
議

又
は
告
示
そ
の
他
こ
の
条
例
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
協
議
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
権
限
移
譲
対
象
事
務
と
な
る
事
務
に
係
る
一
の
別
表
ご
と
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


